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タクシー事業における軽自動車の活用について 

 

 

タクシー事業においては、近年、人口減少・少子高齢化による運転者不足や、ＬＰ

Ｇスタンドの減少等が喫緊の課題となっているところである。 

こうした中、今般、タクシー業界から運転者不足等への対応としてＥＶ軽自動車等

だけでなく内燃機関を有する軽自動車についてもタクシー事業で活用できるよう要

望があったことも踏まえ、軽自動車を含めた地域の輸送資源をフル活用し、「交通空

白」の解消を促進する観点から、タクシー事業において軽自動車を活用するための制

度の整備を実施することとした。 

ついては、軽自動車の活用にかかる取り扱いについて、別紙のとおり定めたのでそ

の旨了知されるとともに遺漏なきよう取り計らわれたい。 

 

  



 

別紙 

タクシー事業における軽自動車の活用について 
 

１．対象地域 

軽自動車（内燃機関を搭載しないもの又は福祉輸送サービスの用に供するものを除

く。以下同じ。）の導入を認める対象地域は、各地方運輸局長等が定める営業区域単

位とし、各都道府県タクシー協会（以下「タクシー協会」という。）による申出があ

った地域であって、各地方運輸局長等が公示する地域とする。 

 

２．手続方法 

道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 15 条第３項による事業計画の変更の届出

により行うこととし、営業所ごとに配置する軽自動車の数を明示させること。 

 

３．導入可能台数 

「法人タクシー事業の申請に対する処理方針（平成 13 年８月 29 日付け国自旅第 72

号）別紙１．（４）」に掲げる営業区域の区分に応じ、それぞれ次に定める車両数を

上限とすること。 

①最低車両数が１０両以上の地域：営業所の配置台数の２割まで 

②上記以外の地域       ：営業所の配置台数の５割まで 

 ※小数点以下は切り捨てとする。 

 

４．運賃 

「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」（平成 13 年

10 月 26 日付け国自旅第 100 号）に基づき、各地方運輸局長等が定める車種区分のう

ち、「普通車」の運賃を適用することとする。 

 

５．導入車両の基準 

 道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第３条及び道路運送車両法施行規則（昭

和 26 年運輸省令第 74 号）第２条で定める軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車

を含む。）を除く。）であって、以下の要件を満たす車両とする。 

① セーフティ・サポートカーＳ（サポカーＳ）ベーシック以上の機能を有した車

両であること。 

②ドライブレコーダーを搭載した車両であること。搭載するドライブレコーダーは

前方及び車内を記録可能なものとし、有事の際に確認できる仕様であること。 

 

６．車両整備管理 

事業者は、関連通達｢一般乗用旅客自動車運送事業における軽自動車の車両整備管

理について｣（国自整第 49 号）に基づき、車両の整備管理を行うこと。 



 

 

７．利用者への周知・問い合わせ対応について 

軽自動車の運用について、タクシー協会又はタクシー事業者（以下「タクシー協会

等」という。）において、トラブル等を防止するための必要な対策を講じている又は

講じる予定があるかについて、計画書を提出させること。計画書には以下の項目を記

載するものとし、タクシー協会からの申出時に提出させるものとする。 

① 配車時に軽自動車を配車することについて利用者の承諾を得られるよう、必要

な対策が講じられているか。 

②タクシー乗り場において混乱等が生じないよう、必要な対策が講じられているか。 

③タクシー協会等において、HPや SNSを活用するなど積極的に周知されているか。 

④軽自動車に関する問い合わせ窓口が、タクシー協会等において設置されているか。 

⑤その他必要な対策が講じられているか。 

 


